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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和５年度第１回武蔵村山市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和５年１０月２日（月） 午後２時から午後２時４５分まで 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：柴田会長、加藤委員、栗原委員、名取委員、三浦委員、細川委

員、河村委員、田中委員、清水委員、大野委員、鈴木委員、小部

山委員、内野委員、吉田委員、前田委員 

事務局：都市整備部長、都市計画課長、都市計画課係長（計画係）、同課

主任（計画係） 

議 題 

議題１：立川都市計画道路３・５・２０号東大和武蔵村山線の変更につい

て（東京都決定） 

議題２：武蔵村山市特定生産緑地の指定について 

結 論 
議題１：諮問のとおり決定することを適当と認める。。 

議題２：諮問のとおり決定することを適当と認める。 

審 議 経 過 

(発言者) 

◎印＝会長 

○印＝委員 

●印＝事務局 

議題１：立川都市計画道路３・５・２０号東大和武蔵村山線の変更につい

て（東京都決定） 

【事務局説明】 

● 資料に基づき議題について説明。＜説明省略＞ 

【質疑・意見等】 

○ 現在の都市計画に決定された際には隅切りはなぜ必要だったのか。 

● 手元に当初資料はないが、本箇所は昭和 36年に当初決定されており、

Ｒ曲線のような形で都市計画決定されていたが、東側の路線から整備を

行っていった際に、何らかの事情により現況の隅切りの形で整備された

ことが想定される。当該隅切りについては東京都の道路構造条例等に定

める標準隅切り長を満たしていることから、今回の変更案とした。 

 

◎ 委員全員の賛成により、議題１「立川都市計画道路３・５・２０号東

大和武蔵村山線の変更について（東京都決定）」は、案のとおり了承

し、答申内容について事務局案のとおりとする。 

 

 

議題２：武蔵村山市特定生産緑地の指定について 

【事務局説明】 

● 資料に基づき議題について説明。＜説明省略＞ 

【質疑・意見等】 

〇 特になし。 

 

◎ 委員全員の賛成により、議題２「武蔵村山市特定生産緑地の指定につ

いて」は、案のとおり了承し、答申内容について事務局案のとおりとす

る。 
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その他：用途地域等の変更案について 

【事務局説明】 

● 資料に基づき議題について説明。＜説明省略＞ 

【質疑・意見等】 

〇 都市計画道路の位置を修正したことにより生じる、用途地域の修正箇所に

ついては、今よりも不動産価格等の条件が悪くなることが想定されるが、何

件影響が生じるのか。また、過去にも同様の事例はあるのか。また、その際

トラブルとなった事例はあるのか。 

● 用途地域の修正による影響が生じる件数は 16 件である。また、他の自治

体にヒアリングしたところトラブルとなった事例は無かったが、今よりも条

件が悪くなることが想定されることから、影響が生じる箇所に、一件一件説

明に伺う予定である。 

 

 

 

以上 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者：  １  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 都市整備部 都市計画課（内線：２７２） 

 

 


